
【本計画の構成】
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1. 基本理念

第3章　こども計画の基本的な考え方

こどもと子育てにやさしいまち四日市

基本理念

重点施策

主な事業

基本方針

こども・若者施策の
重要事項
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2. 基本方針

こどもの権利が尊重され、こども自身の意見や視点が
生かされたこども施策を実行します

▶▶

地域、学校、行政をはじめとして、こどもに関わる様々な機関が
連携して、社会全体でこどもの育ちを支える
「こどもまんなか社会」を実現します

▶▶
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支援を必要とするこどもと子育て当事者に、確実に必要な支援が
届くよう、支援の充実と支援人材の育成、切れ目なく支援が
つながる環境整備に取り組みます

▶▶
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3. こども・若者施策の重要事項

1. 全世代共通

（１）こどもの人権尊重 （３）こどもの貧困の解消
（５）児童虐待防止対策と
　社会的養護の推進及び
ヤングケアラーへの支援

（２）遊びや体験の機会づくり、
　生活習慣の形成・定着

（４）障害児や医療的ケア児等
　への支援

（６）自殺対策や犯罪から
　こども・若者を守る取組

２. 子育て当事者

（１）子育てや教育に
関する経済的
負担の軽減

（３）共働き・共育ての
　推進、男性の家事・
　子育てへの主体的
な参画促進・拡大

（２）地域子育て支援、
　家庭教育支援

（４）ひとり親家庭への
支援

３. 誕生前から就学前まで ４. 学童期・思春期
ライフステージ別

５. 青年期

（１）切れ目のない保健・
医療の確保

（２）成長の保障と遊びの充実

（１）安心して過ごし学ぶことの
　できる質の高い公教育

（２）こどもの居場所づくり

（３）成年年齢を迎える前に
必要となる知識に関する
情報提供や教育

（４）いじめ防止

（５）不登校のこどもへの支援

（１）就労支援、雇用と経済的
基盤の安定のための取組や、
結婚を希望する人への支援、
結婚に伴う新生活への支援
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1. 全世代共通

２. 子育て当事者

３. 誕生前から就学前まで
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４. 学童期・思春期

５. 青年期
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4. 施策の体系

■こどもの人権尊重
■遊びや体験の機会づくり、
　生活習慣の形成・定着
■こどもの貧困の解消
■障害児や医療的ケア児等への支援
■児童虐待防止対策と社会的養護の
　推進及びヤングケアラーへの支援
■自殺対策や犯罪からこども・若者を
　守る取組

全
世
代
共
通

■子育てや教育に関する経済的負担の軽減
■地域子育て支援、家庭教育支援
■共働き・共育ての推進、男性の家事・
　子育てへの主体的な参画促進・拡大
■ひとり親家庭への支援

子
育
て
当
事
者

■安心して過ごし学ぶことのできる
　質の高い公教育

■こどもの居場所づくり
■成年年齢を迎える前に必要となる
　知識に関する情報提供や教育
■いじめ防止
■不登校のこどもへの支援

■切れ目のない保健・医療の確保
■成長の保障と遊びの充実

誕
生
前
か
ら

就
学
前
ま
で

学
童
期
・
思
春
期

（
6
〜
18
歳
）

▶こどもの権利が尊重され、
こども自身の意見や視点
が生かされたこども施策
を実行します

▶地域、学校、行政をはじめ
として、こどもに関わる
様々な機関が連携して、
社会全体でこどもの育ち
を支える「こどもまんなか
社会」を実現します

▶支援を必要とするこども
と子育て当事者に、確実
に必要な支援が届くよう、
支援の充実と支援人材の
育成、切れ目なく支援が
つながる環境整備に取り
組みます

■就労支援、雇用と経済的基盤の
　安定のための取組や、結婚を希望する
　人への支援、結婚に伴う新生活への支援

青
年
期

（
18
歳
〜
）

※「四日市市学校教育ビジョン」にて推進

こども・若者施策の重要事項

基本方針基
本
理
念
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し
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ち
四
日
市
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●「こどもまんなか社会」の実現に向けた周知啓発
●こどもの意見聴き取りの推進「こどもまんなか社会」の機運醸成

●こども芸術体験事業　　●体験型の幼児教育活動の充実
●こどもの生活リズム向上事業

遊びや体験の機会づくり、
生活習慣の形成・定着
こどもの貧困の解消

●発達障害等早期支援事業　●インクルーシブ教育推進事業
●障害児通所支援事業障害児や医療的ケア児等への支援

●養育支援訪問事業　　●子育て世帯訪問支援事業
●支援対象児童等見守り強化事業

児童虐待防止対策
及びヤングケアラーへの支援

●eネット安心出前講座の充実
●地域一体の補導活動事業犯罪からこども・若者を守る取組

こども計画における重点施策

●子育て支援センター事業
●第2子以降子育てレスパイトケア事業
●子育て短期支援事業（ショートステイ事業）

地域子育て支援の充実

●仕事と子育ての両立ができる職場環境支援事業
●父親の子育て参画推進事業共働き・共育ての推進

●妊婦一般健康診査事業　　　●不妊治療医療費助成事業
●妊婦等包括相談支援事業　　●多胎児育児支援事業

安心して妊娠・出産、育児ができる
環境の充実

●こどもの居場所づくり事業
●学童保育推進事業
●部活動サポート事業

多様なニーズに応じた
こどもの居場所の創出

●「チーム学校」推進事業
●いじめ防止に向けた取組の推進
●不登校対策推進事業

多様なこどもに対する
多様な学びの場の提供

●保育士等人材確保事業　　●就学前教育・保育施設の再編
●幼児教育推進事業

安心してこどもを預けることができる
環境整備

●若者の就労に係る支援
●マリッジサポート事業

若者の生活基盤の安定と若者の
出会いの機会の創出・結婚の機運醸成

●こども学習支援事業　　●生活困窮者対策の推進
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施策の方向
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第4章　本市の取組・事業

社会全体が、こどもを権利の主体として認識するとともに、多様な人格・個性が尊重され
ており、こどもに関わる様々な機会において、こどもの声が聴かれ、こどもの今とこれから
の最善の利益が第一に考えられている。

1. こどもの人権尊重

1 全世代共通

目指す姿
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重点施策
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「こどもまんなか社会」の実現に向けた周知啓発 担当課

目　的

事業内容

今後の
方向性

参考事例：さっぽろ子育て情報ホームページ
出典：http://kosodate.city.sapporo.jp/

こどもの意見聴き取りの推進 担当課

目　的

事業内容

今後の
方向性

参考事例：こども家庭庁こども若者☆いけんぷらす
出典：こども家庭庁（https://ikenplus.cfa.go.jp/）
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主な事業
事業概要 担当課取組・事業
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主な事業
事業概要 担当課取組・事業
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重点施策

施策の方向

全てのこどもが、その年齢や発達の程度に応じて、遊びや体験活動等を通して成長し、基
本的な生活習慣を身に付け、健やかに生活することができる成育環境が整っている。

2. 遊びや体験の機会づくり、生活習慣の形成・定着

目指す姿

こども芸術体験事業 担当課

目　的

事業内容

今後の
方向性

演劇表現による次世代育成事業

乳幼児期の芸術文化体験事業
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